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本研究では、30歳代地域住民における通信型保健指導による単回介入効果を検討することを目的とし、生活

習慣病健診受診者に対して通信型保健指導を実施し、通信型保健指導を受けない健診受診者を対照群として、

生活習慣改善効果を分析した。生活習慣としては、食生活習慣と運動量を指標とし、質問紙調査法を用いて、

介入前と介入後1.5カ月の時点で評価を行った。その結果、通信型保健指導参加者では、【淡色野菜】【甘い飲料

水】の摂取頻度において有意な改善が、また【果物】【マヨネーズ・ドレッシング】の摂取頻度において改善傾

向が示されたが、【菓子パン】については悪化傾向が認められた。一方対照群では、食生活習慣に明らかな変化

は認められなかった。運動習慣については、通信型保健指導の有意な影響は認められなかった。したがって、

通信型保健指導による単回介入は、食生活習慣改善に対して一定の効果を有することが示唆された。 

 

Abstract 

 

To examine the effect of once, tailored, print-based health guidance on the community-dwelling thirties, the lifestyle 

modification effect of print-based health guidance on who had a health checkup intended to prevent lifestyle-related 

diseases was analyzed, and who had the health checkup without print-based health guidance served as a control group.  

The lifestyle modification was assessed by using questioner surveys about diet and physical activity which were 

conducted before and one and a half months after the intervention.  As a result, in intervention group, a significant 

improvement in the frequencies of【light-colored vegetable intake】and【sugar-sweetened drink intake】was shown, 

and a tendency of improvement in the frequencies of【fruit intake】and【mayonnaise and dressing intake】had been 

observed.  In contrast, the frequency of【sweet bun intake】was deteriorated in intervention group.  In control 

group, indexes concerned with diet were not significantly changed between two surveys. Meanwhile, no significant 

difference of physical activities in two surveys was shown both in intervention and control groups.  Therefore, it has 

been conceivable that once, tailored, print-based health guidance could improve diet of the community-dwelling thirties 

to some extent. 
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Ⅰ はじめに 

 

わが国では現在、心臓病、脳卒中、糖尿病をはじめとす

る生活習慣病が、総死亡の約 6 割、国民医療費の約 3割を

占めている
１）。そのため若いうちから生活習慣を整え、生

活習慣病を予防していくという一次予防の視点が極めて重

要であり、生活習慣改善に向けた様々な保健指導が行われ

ている。生活習慣改善を促すためには、対象者の行動変容

に対する準備状況と生活実態を直接確認し、それらに合わ

せた介入が行いやすい面接型の保健指導が適していると考

えられることから、近年保健行動理論を取り入れた面接型

の保健指導技術について多くの検討がなされてきた。しかし

ながら、面接型の保健指導は、地域保健活動を行う保健医療

の現場において、時間と労力を要する点に限界があり２）、一

次予防活動レベルで全ての対象者に対して実施することは

不可能であるのが現実である。また、一次予防の重要な

ターゲットとなる壮年前期地域住民においては、このよう

な面接型の保健指導への参加率が低迷していることが問題

となっている３）。壮年前期は、仕事や家庭における役割が

大きく、自らの健康や生活習慣に関心が薄い世代であり、

また関心がある者でも、その社会的役割によって、時間

的・身体的拘束を伴う保健指導には参加しづらい状況にあ

ると考えられる。 

このため、壮年前期に対する効率的な保健指導方法の開

発が課題となっており、郵便やインターネットなどの通信

手段を用いた保健指導（以下、通信型保健指導とする）

は、対象者と保健医療者の双方にとって負担の軽い指導方

法として注目されている。彦らの研究４）において、壮年期

層の通信型保健指導へのニーズが高いことも明らかとなっ

ており、通信型保健指導の有効性を検討することは、地域

看護活動上の重要な課題と言える。このような中、これま

で欧米を中心に、通信型保健指導プログラムの開発と大規

模無作為割付比較試験による効果検証が行われ、高い生活

習慣改善効果が報告されてきた５）－８）。本邦においても、近

年いくつかのプログラムが開発され、介入前後比較によ

る、生活習慣改善効果が報告されている３）９）10）。これらの

プログラムは複数回の介入を計画的に行うことにより高い

効果をあげるものであるが、一方、その参加率の低さと脱

落率の高さが大きな課題となっている８）11）。山津ら11）は、

高血圧で通院する患者を対象とした通信型保健指導プログ

ラムにおいて、初回の保健指導を受け取った後、2 回目の

介入に応答せず、プログラムから脱落した者の割合は、2/3

にものぼることを報告している。したがって、明らかな疾

患を持たない壮年期地域住民への予防介入として通信型保

健指導を導入するに際しては、対象者に負担なく行える単

回の介入によっても、一定の効果が得られるか否かを検討

することが必須となる。しかしながら、これまで壮年期地

域住民を対象とした、通信型保健指導による単回介入の効

果については報告がない。 

そこで本研究では、30歳代地域住民を対象とし、生活習

慣病一次予防活動を目的とした通信型保健指導に焦点を当

て、その単回介入による生活習慣改善効果について検討す

ることを目的とする。 

 

Ⅱ 対象と方法 

 

１．対 象 

A市で行われている30歳代国民健康保険被保険者を対象

とした生活習慣病健診を、平成21年 9月 7 日から18日の間

に受診した112名に対して研究協力依頼を行った。受診者

は、健診案内とともに通信型保健指導の案内を郵送されて

おり、希望者は健診申し込み時に合わせ通信型保健指導の

申し込みを行った。112名中、通信型保健指導参加者（参

加者群）は90名、通信型保健指導非参加者（非参加者群）

は22名であった。健診受診時に、研究者が文書と口頭に

て、研究の目的、方法、個人情報の保護と倫理的配慮につ

いて説明し、本人の自由意思により研究協力が得られた者

について同意書を作成し、調査対象とした。（図 1） 

なお、A市は首都圏の人口約41万人の保健所政令市であ

り、東京や横浜といった大都市への交通の便がよく、土地

の約 7 割が住宅地でありベッドタウンとしての特徴を持

つ。その他、内陸部では工業団地が形成され、また複数の

大学を有し、学園文化都市としての面も持つ。 

 

２．通信型保健指導の概要 

参加者群には、事前に「食生活習慣調査票」並びに「生

活習慣調査票」を郵送の上回答を依頼し、健診受診時に回

収した。「食生活習慣調査票」では、4項目の食生活習慣、

すなわち 1日 3回主食を取る頻度、3食とも主食・主菜・副

菜のそろった食事を取る頻度、朝食、間食を取る頻度につ

いて、平均的な週当たりの日数について調査するととも

に、表 3 に示した16種類の食品を摂取する平均的な 1週間

当たりの日数について調査した。食品のうち、芋類、果

物、魚介類、肉、豆製品、卵 1個、乳製品、緑黄色野菜、

淡色野菜、きのこ・海藻類については、毎日少量ずつでも

摂取することが好ましいとして評価し、一方、菓子パン、

甘い飲料水、菓子、揚げ物、バラ肉・ソーセージ・ベーコ

ン、マヨネーズ・ドレッシングは砂糖と油脂の摂取源とし

て、なるべく控えることが好ましいとして評価した。「生

活習慣調査票」では、運動・喫煙・飲酒・休養などの生活

習慣について調査した。健診受診時に回収された調査票の

回答を分析し、改善が必要な項目を示した食事バランス

シートと生活習慣評価シートを作成した。さらに、これら

の分析結果と健診結果について、保健師、看護師、若しく

は栄養士がアセスメントし、個々人に合わせた生活習慣改

善のための具体的なアドバイスを作成した。食事バランス

シート、生活習慣評価シートと生活習慣改善のアドバイス

を合わせ、健診結果とともに、受診後約 2週間で参加者群
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に郵送した。 

 

３．調査項目 

通信型保健指導実施前のベースライン調査では、①基本

属性として、年齢、性別、家族構成、就労状況、暮らし向

きを、②健康習慣として、健康診断受診回数、アルコール

摂取量と頻度、喫煙習慣と本数、禁煙の意志、家庭で調理

した食事をとる回数を尋ねた。また、③生活習慣病予防に

対する保健信念として、ヘルスビリーフモデル12）に基づ

き、先行研究13）14）を参考にして、生活習慣病にかかる可能

性の自覚、生活習慣病の重大さの自覚、予防行動の利益の

自覚、予防行動に対する障害要因の自覚について計 8項目

の質問項目を作成し、【思わない、どちらかと言うと思わ

ない、どちらかと言うと思う、思う】の 4段階で尋ね、【思

わない、どちらかと言うと思わない】を合わせて【思わな

い】とし、【どちらかと言うと思う、思う】を合わせて

【思う】として評価した。8項目の具体的内容は、表 2に示

したとおりである。④主観的健康については、【非常に健

康、健康、あまり健康ではない、不健康】の 4段階で尋ね

た。⑤食生活の評価としては、「食生活習慣調査票」に用

いられている項目と同じ20項目を使用した。摂取頻度は、

平均的な 1週間について、【なし、週 1日、週 2～3日、週 4

～ 5 日、ほぼ毎日】の 5 段階で尋ねた。⑥運動量を測定す

る尺度としては、広く用いられている国際標準化身体活動

質問表（IPAQ）日本語版 (Short Version)15）を利用し、平均

的 な 1 週 間 当 た り の 強 度 ・ 中 度 ・ 弱 度 身 体 活 動 量

（METs.min.）を算出した。強い身体活動とは、身体的に

きついと感じるような、かなり呼吸が乱れるような活動を

意味し、中等度の身体活動とは、身体的にやや負荷がかか

り、少し息がはずむような活動を意味し、弱度の身体活動

とは、それ以下の強度の全ての身体活動を含む。 

通信型保健指導実施後のフォローアップ調査では、⑤と

⑥の同項目を用いて、通信型保健指導実施後の平均的な 1

週間について尋ねた。また、健診結果について、BMI、収

縮期血圧、拡張期血圧、空腹時血糖、LDL-コレステロー

ル、H D Lコレステロール、中性脂肪、G O T、GP T、 

γGTP、尿酸値の結果に基づく総合判定結果【異常所見な

し、経過観察、異常所見あり】を調査した。 

 

４．調査方法 

ベースライン調査は健診終了時に実施した。調査対象者

には、健診受診後プライバシーの保たれる個室にて、上記

項目からなる調査票に回答してもらった。但し、参加者群

については、食生活習慣に関する項目は、通信型保健指導

で使用する「食生活習慣調査票」と一致しているため、こ

れをもって代用した。フォローアップ調査は、受診から

2ヵ月後、すなわち通信型保健指導送付から1.5ヶ月後に自

宅宛てに上記項目からなる調査票を郵送し、回答の上、返

送用封筒で返信してもらった。（図 1） 

５．分析方法 

本研究では、ベースライン調査・フォローアップ調査の

両方で回答が完全に得られた者を有効回答とし、参加者群

44名、非参加者 9 名を分析対象とし、比較検討した。（図

1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ベースライン調査における参加者群と非参加者群の基本

属性、健康習慣、生活習慣病予防に対する保健信念、主観

的健康観の比較にはχ2 検定及びMann-Whitney U検定を

行った。ベースライン調査における参加者群と非参加者群

の食生活の比較にはχ2 検定を用いた。食生活についての

ベースライン調査とフォローアップ調査の比較には符号検

定を用いた。ベースライン調査における参加者群と非参加

者群の運動量の比較にはMann-Whitney U検定を用いた。運

動量についてのベースライン調査とフォローアップ調査の

比較にはWilcoxonの符号付き順位検定を行った。統計処理

にはいずれもPASW Statistics 18.0.0を使用し、有意水準を

5％未満とし、10％未満を「傾向あり」とした。 

 

６．倫理的配慮 

本研究は、横浜市立大学医学部看護学科倫理審査会の承

認を受けて実施した（受付番号：0728-063236）。また、A市

保健医療センターの個人情報保護方針を遵守して実施し

た。 

調査対象者には、協力依頼時に、本研究の目的と方法、

個人情報の保護について、また研究参加は本人の自由意思

で決定し、協力が得られない場合でも不利益を被ることは

ないことを文書と口頭にて説明した。研究参加の意思が得

図１ 調査の流れ 
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られた者には、健診終了後同意書への署名により同意を確

認した。調査票はID番号を用いて管理し、個人が特定され

ることのないよう配慮した。 

 

Ⅲ 結 果 

 

１．ベースライン調査 

１）基本属性 

 ベースライン調査での参加者群と非参加者群の 2群間の

基本属性については、表 1に示したように有意差は認めら

れなかった（表 1）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）健康習慣・健康に対する信念・健診結果 

ベースライン調査において、参加者群と非参加者群の 2

群間で健康習慣に差があるか検討したところ、表 2に示し

たように有意差はなかったが、非参加者群で【健康診断受

診回数】と【 1週間あたりのアルコール摂取回数】が多く、

【喫煙あり】の割合が高い傾向が認められた（p＜0.1）。 

また健康に対する信念を比較してみると、8 項目のうち

【現在の生活習慣改善は、高血圧・糖尿病・高コレステ

ロール血症予防に役立つと思うか】について、非参加者群

に比べ参加者群で予防行動の利益の自覚が高い傾向が認め

られた（p＜0.1）。その他、「生活習慣病にかかる可能性の

自覚」「生活習慣病の重大さの自覚」「予防行動の障害要因

の自覚」については 2群間で有意な違いは認められなかっ

た。 

主観的健康感についても 2 群間で有意な差はなかった。

（表 2） 

また、健診結果について参加者群と非参加者群で比較し

てみると、【異常所見なし】は40.9％ vs 33.3％、【経過観

察】は13.6％  vs 22.2％、【異常所見あり】は45.5％  vs 

44.4％で有意差は認められなかった（p=0.789）。 

 

２．保健指導前後での比較 

１）食生活習慣と食品別摂取頻度 

 食生活習慣と食品別摂取頻度に対する通信型保健指導の

影響を検討するために、ベースライン調査とフォローアッ

プ調査の結果を参加者群、非参加者群のそれぞれについて

前後比較し、表 3に示した。 

 参加者群では、【淡色野菜】の摂取頻度が増加した者は

18名、減少した者は 4名、24名は不変で、統計学的に有意

な改善が認められた（p＜0.01）。また、【果物】では摂取頻

度が増加した者は12名、減少した者は 4 名、30名は不変

で、改善傾向にあった（p＜0.1）。また、【マヨネーズ・ド

レッシング】の摂取頻度が増加した者は 5名、減少した者

は14名、27名は不変で改善傾向にあり（p＜0.1）、【甘い飲

料水】については摂取頻度が増加した者は 4名、減少した

者は13名、29名は不変で有意に改善していた（p＜0.05）。

しかし、【菓子パン】については摂取頻度が増加した者は

12名、減少した者は 4名、30名は不変で、悪化傾向にあっ

た（p＜0.1）。一方、非参加者群では、ベースライン調査と

フォローアップ調査で有意に摂取頻度が変化した項目は認

められなかった。 

 なお、ベースライン調査における参加者群と非参加者群

の食生活習慣と食品別摂取頻度を比較してみると、参加者

群で【菓子】（ｐ＜0.001）の摂取頻度が有意に低かったこ

とを除き、2群間に有意な差は認められなかった。 

２）運動習慣 

運動習慣に対する通信型保健指導の効果について、表 4

に示した弱～強度の身体活動量（METs.min.）を比較検討

してみると、通信型保健指導参加者群と非参加者群の両群

で有意な変化は認められなかったが、非参加者群において

弱度の身体活動量のみ減少傾向にあった（p＜0.1）。また、

平均合計身体活動量を比較してみると、両群ともに減少し

ていたが、非参加者群においてその減少率は高かった。

（表 4） 

なお、ベースライン調査における 2群間のデータに、有

意差の認められた項目は無かった。 

 

表１ 基本属性 
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Ⅳ 考 察 

 

本研究では、通信型保健指導の前後で、参加者群の【淡

色野菜】摂取頻度に有意な改善が認められた（表 3）。健康

日本2116）では健康を維持するために必要な野菜の摂取目標

量を成人1人当たり350g／日以上としている。しかし、国

民健康・栄養調査17）において、成人の 1日当たりの平均摂

取量は290gで目標値の83％となっている。特に30代での摂

取量は少なく、251.3gで目標値の72％である。このような

現状の中、本研究において野菜の摂取頻度が有意に上昇し

た意義は大きいと言える。また、参加者群では【果物】の

摂取頻度にも上昇傾向が認められているが、果物は食物繊

維やビタミン類を多く含み、種々生活習慣病予防に利する

のみならず、豊富なカリウムにより降圧効果を有すること

も知られ、大規模介入研究において降圧効果が確認されて

いる食事療法の一つであるDASH (Dietary Approaches to 

Stop Hypertension) 食18）にも中心的に取り入れられてお

り、望ましい変化と捉えられる。さらに本研究において

は、通信型保健指導の前後で【甘い飲料水】や【マヨネー

ズ・ドレッシング】の摂取頻度の低下も認められた。これ

らの食品は糖質や脂質、塩分を多く含み、その過剰摂取は

総摂取カロリーの過多や塩分過剰につながりやすいことか

ら、その摂取頻度の減少は好ましい変化と言える。本通信

型保健指導は、食品別摂取頻度調査に基づき、対象者の日

頃の食事バランスを評価し、バランスシートと専門職によ

るアドバイスによって、不足しがちな食品の摂取を促し、

砂糖と油脂の過剰摂取を抑制するものであることから、食

品摂取頻度に一定の影響を与え得ると考えられ、このよう

な食生活習慣の改善は、非参加群では認められなかったこ

とから、本研究で行った単回の通信型保健指導の介入効果

であることが示唆される。 

一方、参加者群において、【菓子パン】の摂取頻度にも 

表２ 健康習慣・健康に対する信念・主観的健康感 
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 表３ 通信型保健指導前後の食生活習慣・食品別摂取頻度 

表４ 通信型保健指導前後の運動習慣 
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上昇傾向が認められた。その原因は明らかではないが、こ

のことは本通信型保健指導の限界を示唆しているとも考え

られる。すなわち、本通信型保健指導は食事バランスシー

トと200字程度の短いアドバイスによって食生活改善を促

すものであることから、対象者の注意を喚起できなかった

食品についての効果は薄く、何らかのきっかけによって

【菓子パン】の摂取頻度が容易に上昇した可能性が考えら

れる。したがって、本通信型保健指導の内容については、

今後さらなる検討を行い、より食生活改善に有効な内容に

洗練していく必要性が考えられる。 

一方、運動習慣については、参加者群において有意な改

善は認められなかった（表 4）。運動強度別にみていくと、

弱度の身体活動量は非参加者群でのみ低下傾向を示してい

たことから、参加者群において活動量が保たれたことは、

意識的に歩行等を行った結果である可能性も考えられる。

また参加者群において、有意差は認められないものの、強

度の身体活動量が増加しており、一部の者でジョギングな

どの運動を開始した可能性も考えられ、通信型保健指導が

運動習慣改善に与える効果については、異なる活動量の評

価指標を用いて、さらなる検討を行うことが必要と考えら

れた。 

また、このように本研究において有意な運動習慣改善効

果が示されなかった理由としては、評価指標の影響のみな

らず、運動習慣獲得の本来的な困難さが影響している可能

性も考えられる。渕野19）の報告によれば、運動習慣は食生

活習慣に比べ、改善を実行している者の割合が低く、また

改善意識と行動に乖離があり、運動を実行すること自体が

困難だとしている。すなわち、運動習慣については、改善

の必要性は理解できていても実際実行に移すことが難しい

と考えられる。面接を用いた初回保健指導介入について検

討した小西らの調査20）においても、その効果は運動習慣に

比べて食生活習慣において顕著であることが報告されてい

る。小西らは、健康診断の結果、生活習慣改善のため保健

指導が必要とされた壮年前期勤労者に対して個別面談によ

る保健指導を行い 3ヵ月後の生活習慣の変容状況を調査し

た。その結果、食生活習慣では塩分（ 42.8 ％）、間食

（40.0％）、栄養のバランス（36.8％）について顕著な改善

が認められた一方で、3ヶ月後の運動習慣が改善した者の

割合は全体の5.0％、悪化した者の割合は13.3％であり、単

回介入による運動習慣改善は困難であると報告している。

したがって、通信型保健指導によって期待される効果には

限界がある可能性もあり、運動習慣改善への効果的な介入

方法については、今回実施した方法に何らかの追加の手段

が必要である可能性も考えられる。 

本研究では健診受診後に通信型保健指導を行ったため、

介入後の食生活習慣の変化には、通信型保健指導の影響の

みならず、健診結果が影響している可能性が存在するが、

参加者群と非参加者群の健診結果の間に有意差は認められ

なかった。また、健診受診自体による健康意識の高まりが

影響を与える可能性も考えられるが、本調査では、対象群

との比較によって健診受診と健診結果受理による影響を除

外していることから、本研究で得られた食生活習慣の改善

に、通信型保健指導による単回介入が一定の影響を与えて

いると考えられる。 

一方、本調査では参加群・非参加群を無作為割付してい

ないという限界がある。そこでベースライン調査によって

基本属性や健康習慣・意識などについて比較した結果、2

群間で有意な差は認められなかった（表 1、2）。また、食

生活習慣と運動量についても、【菓子】の摂取頻度を除い

て有意な差は認められなかった。しかしながら、有意差は

ないものの、参加者群では、予防行動の利益の自覚が高い

傾向があり、喫煙率と飲酒頻度も低い傾向があったことか

ら、参加者群では比較的健康意識が高かった可能性も存在

するが、一方健康診断受診頻度は、非参加者群が参加者群

に比べて高い傾向が示されており、この点においては非参

加者群において健康意識が高いとも言える。したがって、

本研究で用いた調査項目のみで、参加者群と非参加者群の

背景を完全に明らかすることは困難であり、調査項目外の

背景因子の違いが 2群間における食生活改善の相違に影響

を与えている可能性を完全には否定できず、今後対象者数

を増やし、無作為割り付け比較試験により詳細な検証が行

われることが望まれる。 

 

Ⅴ 結 論 

 

30歳代の生活習慣改善に対する、単回の通信型保健指導

介入の効果を検討したところ、以下の結果が得られた。 

１．食生活習慣に対しては、【淡色野菜】【甘い飲料水】の

摂取頻度において有意な改善が、また【果物】【マヨ

ネーズ・ドレッシング】の摂取頻度において改善傾向が

示されたが、【菓子パン】については悪化傾向が認めら

れ、通信型保健指導による単回介入は、食生活習慣改善

に対しては一定の効果を有することが示唆された。 

２．運動習慣に対しては、有意な改善効果は認められな

かったことから、異なる活動量の評価指標を用いるなど

して、さらなる検討を行うことが必要と考えられた。 

 
本研究の実施にあたり、お忙しい中調査にご理解ご協力

いただきましたA市保健医療センターの生活習慣病健診受
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